
ほ
っ
た
の
さ
く

秋
田
・払
田
柵
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
町
払
田

・
千
畑
町
本
堂
城
回

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
〇
七
次
調
査
　
一
九
九
六
年
（平
８
）
四
月
―

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
児
玉
　
準

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
柵
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
九
世
紀
―

一
一
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

払
田
柵
隊
は
、
雄
物
川
の
中
流
域
に
近
く
、
大
曲
市
の
東
方
約
六
ｋｍ
、
横
手

盆
地
北
側
の
仙
北
平
野
中
央
部
に
位
置
し
、
真
山

・
長
森
の
低
丘
陵
を
中
心
と

し

て
、
北
側

の
矢
島

川

（烏

川
）
と
南
側
の
丸
子
川
に
よ

っ

て
挟
ま
れ
た
低
地
に
位
置
す
る
。

一
九
三
〇
年
、
文
部
省
が
調
査

し
、
翌
年
国
指
定
史
跡
と
な
り
、

一
九
七
四
年
以
降
は
当
調
査
事

の

務
所
が
発
掘
調
査
を
続
け
て
い

堀エハ　
る
。遺

跡
は
長
森

・
真
山
を
囲
む

1996年出上の木簡

外
柵
部
分
と
、
長
森
を
囲
む
外
郭
線
部
分
か
ら
な
る
。
外
柵
は
東
西

一
三
七
〇

ｍ
、
南
北
七
八
〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
、
延
長
三
六
Ｏ
Ｏ
ｍ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
る
遺
跡
の
総
面
積
は
約
人
七
万
五
〇
〇
〇
沼
で
あ
る
。　
一
時
期
の
造
営
で
、

材
木
塀

（角
材
列
）
が

一
列
に
並
び
、
東
西
南
北
に
入
脚
門
が
開
く
。

外
郭
は
東
西
七
六
五
ｍ
、
南
北
三
二
〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
延
長
は
約

一
七
六

〇
ｍ
、
面
積

一
六
万
三
〇
〇
〇
ポ
、
石
塁
、
築
地
土
塀
と
地
上
高
三

・
六
ｍ
の

材
木
塀
が
連
な
り
、
東
西
南
北
に
入
脚
門
が
開
く
。
基
本
的
に
四
期
に
わ
た
る

変
遷
が
あ
る
。
外
郭
中
央
部
に
は
政
庁
が
あ
り
、
五
期
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。

払
田
柵
跡
の
古
代
に
お
け
る
呼
称
を
雄
勝
城
と
す
る
説
、
河
辺
府
と
す
る
説

が
あ
る
。
雄
勝
城
と
す
る
説
に
は
、
天
平
宝
字
年
間
創
建
の
も
の
と
す
る
考
え

と
、
九
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
そ
れ
が
移
転
し
た
も
の
と
す
る
考
え
と
が
あ
る
。

第

一
〇
七
次
調
査
は
、
外
郭
線
北
部
の
角
材
列
の
位
置
と
、
そ
れ
に
伴
う
櫓

状
建
物
の
配
置
状
態
を
探
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
た
。

調
査
の
結
果
、
外
郭
北
門
の
北
東
約
二
〇
ｍ
の
位
置
に
全
七
期
に
わ
た
る
変

遷
の
あ
る
櫓
状
建
物
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
最
も
古
い
Ｓ
Ｂ

一
一
人
九
Ａ

の
北
東
隅
柱
掘
形
か
ら

一
二
点
、
ま
た
こ
の
建
物
の
創
建
段
階
に
、
建
物
の
西

側
と
南
側
に
あ
る
Ｌ
字
状
に
施
し
た
溝
Ｓ
Ｘ

一
一
九
二
か
ら
三
七
点
、
計
四
九

点
の
木
簡
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｂ

一
一
人
九
Ａ
は
角
材
列
の
南
側
に
あ
り
、
桁
行
二
間
、
梁
行

一
間
の
東

西
棟
掘
立
柱
建
物
で
、
桁
行
総
長
六

。
二
ｍ
、
梁
行
四

・
四
ｍ
の
規
模
で
あ
る
。

Ｓ
Ｘ

一
一
九
二
は
Ｓ
Ｂ

一
一
人
九
Ａ
を
構
築
す
る
前
に
泥
炭
層
上
に
施
し
た
整

153



地
層
つ
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
創
建
段
階
の
中
で
も
最
も
古
い
遺
構
で
あ
る
。

遺
構
の
東
西
方
向
部
分
は
長
さ
約

一
二
ｍ
、
幅
二

。
二
五
ｍ
、
深
さ
四
〇
１
四

五
釦
、
南
北
方
向
部
分
は
長
さ
約
入
ｍ
、
最
大
幅
三

。
二
ｍ
、
深
さ
五
〇
伽
あ

り
、
伐
採
痕
の
あ
る
広
棄
樹
や
、
ス
ギ
材
加
工
時
に
生
じ
た
木
片
の
ほ
か
、

箸

・
箆

・
鋤

・
曲
物

・
檜
扇

・
楔
な
ど
の
木
製
品
、
土
器
な
ど
と
と
も
に
木
簡

が
出
土
し
た
。
こ
の
遺
構
は
櫓
状
建
物
構
築
予
定
地
の
排
水
を
意
図
し
た
も
の

七
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
不
要
と
な
っ
た
木
製
品
や
土
器
、
木
簡
な
ど
を

一
時

期
に
投
棄
し
、
こ
れ
ら
を
覆
い
な
が
ら
溝
内
に
落
ち
こ
む
整
地
を
施
し
て
、
最

初
の
建
物
で
あ
る
Ｓ
Ｂ

一
一
八
九
Ａ
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

両
遺
構
は
、
い
ず
れ
も
払
田
柵
の
創
建
段
階
の
遺
構
で
、
そ
の
時
間
差
は

一

連
の
工
程
上
の
わ
ず
か
な
幅
に
収
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｘ

一
一
九
二
か
ら

は
須
恵
器
杯
や
木
簡
な
ど
と
と
も
に
、
底
面
に

「中
万
」
の
墨
書
の
あ
る
土
師

器
杯
が
二
点
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
の
土
器
の
年
代
か
ら
、
両
遺
構
の
年
代
は
九

世
紀
初
頭
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

内

馨

轄

鵡

酬

難

騨
群
囃
轄
僻
脳
撫
棘
弟
郎

転
用
し
た
木
道
Ｓ
Ｘ

一
一
九
〇
の
材
木
に

「山
本
」
の
刻
書
を
施
す
も
の
が

一

点
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

Ｓ
Ｘ
一
一
九
二

暑

雲

罐

暴

賎
上

�

新

襲

詳

写

〔副
ヵ
〕

側
　
馘
記
芝
詭
］鴎
酌
力
〕

(2)い制
　
　
。
「
　
　
ｏ
以
三
月
三
日
下
給
物
事

。
「　
　
　
　
　
　
　
五
日
片

弟
長
米
七
日
□

(8)   (7)   (6)

解「貢
上

「一
升
　
安
古
九

一
升

「真
福

一
升

回

　
□

口
　
志
手
古
二
　
　
□
本

一

数
□
　
　
　
　
回

□
　
大
伴

μ
嗚
ド
×
ト
ト
×
『
　
ｏ
い
洋
　
一二
一
ハ
ニ
●

合
卜じ
×
含
∪
×
『　
８
Ｐ　
三
七
号

」
（淫
じ
×
Ｏ
じ
×
　ヽ
寓
騨　
三
八
号

（駕
ｅ
×
含
ｅ
×
釦　
８
Ｐ　
三
九
号

含
じ
×
ｃ
ｅ
ｘ
『　
寓
Ｐ
　
四
〇
号

（黛
）
×
含
じ
×
Ｎ　
儲
解　
四

一
号

祝
売
□
□
□
□

以
四
月
十
七
日
付
穴
太
部
宗
足

別
当
子
弟
大
伴
寧
人
　
　
」牌毬
×
示

×
卜
　
自
解
　
三
五
号
＊
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荒
□子弟
長〔配
醜
酌
労〕

・
下
毛
野
高
祢
　
　
　
大
伴
〔帥
配

・
・欠
奮
〒
人
　
　
　
　
　
　
　
　
一□
　
　
　
日
］
Ｃ
儲
）
×
含
じ
Ｘ
Ｈ
　
ｏ曽
　
四
■
号

□
　
　
　
　
　

一二
宅
部
常
〔醐
ｔ

ｓ
ｅ
ｘ
こ
益
ヽ
こ

圧
五
号

llD   ll⑥

99   2つ   90   90   卸 931 ②  211

l131   11D l10   1101  (9)

201   1191

。
「
＜
白
春
米

一
斗
六
升
」

。
「
＜
六
月
十
八
日
　
　
」

・
回
□
□

□
俗
俗

・
□
滓
小
θ

□
生
成
身
可
□

□
□
長
恵
徳
□

此
終
事
□
□

「
陰

Ｐ罵
×
Ｓ
×
コ

命
∞
　
四
六
号

（
ｄ

）
又

命
じ

×
∞
　

Ｏ
ａ

　

四
七

号

（溺
）
×
（怒
）×
∞　
⇔３
　
四
人
号

Ｇ
ｅ
ｘ
含
ｅ
ｘ
〕

岳
Ｆ　
四
九
号

含
０じ
×
翁
じ
×
０　
寓
〕

五
〇
号

（懇
）
Ｘ
（Ｓ
）
×
０
　
巳
一
　
四
二
号

合
岸Ｐ）
Ｘ
含
］）
×
ヽ

３
μ　
里
一一号

□
□

□
仕
」

〔客
ヵ
〕

□
□

。
「
ｏ□
□
□
□
　
　
　
□
□
□
回
□
」

。
「　
　
　
　
　
　
　
日

回

０一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

□□
回
□
回
□
□
□

・
口
回

・
□
□

（右
側
Ｕ

□
□

□
□
回

（記
号
こ

「具
一
次
藻
津
拾
□

〔召
ヵ
由

「□
　
　
　
　
□

子
弟
□

含
∞ｅ
ｘ
（ωｅ
ｘ
０

３
い　
五
一
号

含
卜ｅ
×
含
卜
）
×
中

Ｒ
μ　
五
二
号

や
ａ
×
鶴

×
卸
　
ヨ
μ
　
五
三
号

（Ｅ
じ
×
６
中
）
×
騨
伽

Φ
緞
　
．五
四
号

（母
ｅ
ｘ
（ど
）
ｘ
Φ
　
ｏ
営
　
五
五
号

（
ｊ
ｅ
×
台
じ
ｘ
Ｐド
　
富
Ｐ　
五
六
号

含
８
）
×
命
一）
×
い
　
８
騨　
五
七
号

命
自
）
×
（Ｆ
）
ｘ
岳
　
０留
　
五
入
号

３
牌　
五
九
号

３
騨　
六
〇
号

００Ｐ　　エハ　一一　ユ●
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130   e31        1321   ell   1301   291

□
山
道
　
　
矢
田
部
弓
取

郡
弓
取

〔伴
浄
継
己

□
□
□

□
□
□

有

有

□為
□
為

□

六
二
号

工舎

一号

六
四
号

六
五
号

六
六
号

⑮

　

　

□

〔艮
ヵ
〕

□
艮
艮

□
□

∞

　

□

〔酒
ヵ
〕

働

　

□
弟
□

Ｓ
Ｂ
一
一
八
九
Ａ

〔有
ヵ
〕

①

　

得
得
得
得
得
□

①

　

尤
是
是
久
会
□

六
人
号

六
九
号

七
〇
号

０
３
）
×
（】
）
×
Ｅ
　
寓
Ｐ　
七

一
号

含
ｏじ
×
含
じ
×
μｏ
　
寓
四　
七
二
号

柳
鰯

1281
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〔
一
イ
ヵ
〕

□
□
□

含
罵
）
×
（滅
）
×
〓
　
８
Ｐ　
七
三
号

⑪

　

毛
野
朝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

七
四
号

［子
ヵ
〕

⑫

　

□
　
　
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

七
五
号

硼

　

猾
猾
猾
猾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

七
一ハ号

息

息

毬

Ｐ
　

七

七

号

黄

　

　

廣

砲

・電

里
戻

ア
じ

　

　

　

　

　

　

　

ｏ】

七
人
号

□

□

３
牌
　
七
九
号

り

　

□
文
童
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

人
○
号

〔陀
ヵ
〕

ω
　
　
乞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ旨

人
一号

⑩

　

一日
日
日
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ旨

人
一写

ω
は
完
形
で
、
別
当
子
弟
の
貴
営
生
が
、
鹿
毛
牡
馬
の
支
給
を
申
請
し
た
文

書
木
簡
。
②
は
完
形
で
、
別
当
子
弟
大
伴
寧
人
が
、
「祝
売
」
を
貢
上
す
る
旨

を
記
し
た
文
書
木
簡
。
①
は
上
端
と
両
側
面
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
下
端

は
二
次
的
に
圭
頭
状
に
成
形
。
裏
面
の
調
整
は
荒
く
、
穿
孔
が
あ
る
。
米
の
支

給
に
つ
い
て
の
記
録
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
「弟
長
」
は
人
名
か
。
い
は
上
下
端

お
よ
び
右
側
面
欠
損
。
文
書
木
簡
の
署
名
部
分
か
。
「勲
十
等
」
の
上
は

「大

貌
」
あ
る
い
は

「少
嶽
荒

⑬
は
上
端
欠
損
。
複
数
の
人
物
に
米
な
ど
の
物
品

を
支
給
し
た
時
の
記
録
簡
か
。
０
は
左
側
面
欠
損
。
人
名
と
数
量
が
記
さ
れ
て

い
る
。
記
録
簡
で
あ
ろ
う
。
⑦
は
右
側
面
欠
損
。
０
は
左
側
面
欠
損
。
⑩
は
上

下
端
及
び
両
側
面
欠
損
。
裏
面
は
二
次
的
な
サ
キ
。
職
名
に
続
け
て
人
名
が
記

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑪
⑫
は
上
端
欠
損
。
下
端
焼
損
。
両
側
面
欠
損
。

同

一
個
体
か
。
⑫
の
第

一
字
日
は

「作
」
か

「昨
」
。
い
は
完
形
の
春
米
付
札
。

「
一
斗
六
升
」
は
鎮
兵
で
い
え
ば

一
〇
人
分
、
兵
士
で
い
え
ば
二
〇
人
分
の
日

根
に
あ
た
る
。
⑭
は
上
下
両
端
及
び
右
側
面
を
二
次
加
工
し
て
い
る
。
⑮
は
馬

形
状
を
呈
す
る
木
製
品
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。
典
籍
の
抜
書
か
。
い
は
左
側
面

欠
損
。
側
は
右
側
面
部
、
下
端
部
欠
損
。
裏
面
無
調
整
。
⑬
は
両
側
面
欠
損
。

⑬
は
上
端
部
焼
損
。
左
側
面
欠
損
。
の
は
中
間
部
が
腐
蝕
に
よ
り
文
字
欠
損
。

側
は
人
角
柱
状
木
製
品
に
転
用
。
上
端
左
右
に
切
り
込
み
。
の
は
右
側
面
、
下

端
部
欠
損
。
い
は
両
面
欠
損
。
全
面
に
薄
墨
痕
あ
り
。
的
は
上
端
が
原
形
を
と

ど
め
て
い
る
。
右
側
面
欠
損
。
「次
藻
」
を
具
し
た
こ
と
を
記
し
た
文
書
木
簡

と
考
え
ら
れ
る
が
、
「具
」
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
文
書
の
類
例
は
み
ら
れ
な

い
。
⑫
の
右
行
の
三
文
字
及
び
①
は
い
ず
れ
も

「必
」
偏
、
的
は

「廷
」
あ
る

い
は

「辻
」
の
文
字
の
残
画
と
思
わ
れ
る
。
ω
は
左
側
面
欠
損
。
上
端
部
焼
損
。

⑬
⑩
は
両
側
面
欠
損
。
⑩
の
第
二
字
目
の
つ
く
り
は

「頁
」
。
④
は
隷
書
風
の

習
書
。
い
は
他
に
墨
痕
が
あ
る
。
⑬
の

一
字
目
は

「必
」
偏
の
字
で
あ
ろ
う
。

計
四
九
点
の
木
簡
の
う
ち
、
完
形
木
簡
は
い
②
⑬
の
三
点
の
み
で
あ
る
。
完

形
で
な
い
こ
と
の
要
因
は
、
腐
蝕
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
削
居
二

一
点



も
含
め
て
、
木
簡
の
廃
棄
に
関
わ
っ
て
削
り
取
ら
れ
た
り
、
割
ら
れ
た
り
、
折

ら
れ
た
り
し
た
行
為
に
よ
る
。

木
簡
を
内
容
に
よ
り
大
別
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
文
書
木
簡
…

ω
ｌ
い
⑩
の
例
④

（い
⑩
側
的
は
文
書
木
簡
の
一
部
分
と
推
定
さ
れ
る
も
の
）、
②
記

録
簡

（歴
名
簡
）
…
働
Ｏ
①
⑪
⑫
⑮
⑩
①
⑫
Ｏ

（⑩
嗣
側
⑪
は
人
名
一
名
の
み
の
も

の
）、
③
記
録
簡

（典
籍
ヵ
）
…
⑮
、
④
付
札
…
⑬
、
⑤
習
書
…
∽
⑫
⑦
∞
⑬
⑬

い
側
、
⑥
不
明
…
⑭
⑪
ω
ｌ
い
⑬
∞
⑩
⑫
的
ｌ
⑩
。
内
容
的
傾
向
と
し
て
は
、

歴
名
簡
と
習
書
が
目
立
っ
て
お
り
、
付
札
が

一
点
し
か
確
認
で
き
な
い
の
も
特

徴
と
い
え
よ
う
。

木
簡
の
年
記
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
が
、
②
の

「大
伴
寧
人
」
、
①
の

「大

伴
」
の
二
点
に
よ
り
、
本
簡
の
年
代
を
弘
仁

一
四
年

（八
≡
じ

以
前
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

い
②
に
は
、
共
通
し
て
、
文
書
の
差
し
出
し
者
の
署
名
と
し
て

「別
当
子

弟
」
の
語
が
み
え
る
。
「別
当
子
弟
」
の
初
出
史
料
で
あ
る
が
、
正
倉
院
文
書

や
平
城
宮
木
簡
の
例
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
こ
は
、
「別
当
で
あ
る
と
こ
ろ
の

子
弟
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
別
当
」
と
は
、
自
分
の
本
来
の
職
務
を
超

え
て
他
の
機
構
の
職
務
を
兼
帝
す
る
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
払
田
柵
出
土
木
簡
の

「別
当
子
弟
」
に
も
、
こ
の
原
則
は
あ
て
は

ま
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

次
に
、
「子
弟
」
は
在
地
に
お
い
て
あ
る
政
治
的
地
位
を
占
め
て
い
た

「郡

司
子
弟
」
で
あ
り
、
本
来
郡
の
職
務
を
遂
行
す
る
責
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
子
弟
が
、
そ
の
郡
務
を
超
え
て
、
払
田
柵

（城
柵
）
と
い
う
別
の
機
構
の

あ
る
特
定
の
職
務
を
兼
帯
し
た
た
め
に

「別
当
」
の
語
が
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の

「
別
当
子
弟
」
の
語
か
ら
は
、
藩
司
の

「子
弟
」
が
、
払
田
柵

の
特
定
の
職
務
を
帯
び
た

「別
当
」
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
事
実
が
窺
え
る
。

ま
た
、
⑩
に
は

「子
弟
長
」
の
語
が
み
え
る
。
「
子
弟
長
」
の
初
出
史
料
で

あ
る
。
⑪
と
②
の

「別
当
子
弟
」
が
別
人
で
あ
る
こ
と
や
、
「子
弟
長
」
の
存

在
か
ら
、
払
田
柵
に
は
複
数
の
郡
司
子
弟
が
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
を
分
掌

し
、
し
か
も
そ
れ
ら

「子
弟
」
を
統
括
す
る

「子
弟
長
」
が
存
在
し
て
い
た
と

い
う
事
実
は
、
今
後
、
郡
司
子
弟
の
存
在
形
態
を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
要
な

史
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
払
田
柵
が
夷
秋
に
対
す
る
軍
事
的
要
請
か

ら
作
ら
れ
た
城
柵
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
軍
事
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
郡

司
子
弟
た
ち
が
、
城
柵
内
の
職
務
を

「別
当
」
と
い
う
形
で
広
範
に
分
掌
し
て

い
た
と
い
う
実
態
も
、
十
分
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

「子
弟
」

は
、
出
羽
国
内
の

「子
弟
」
と
考
え
ら
れ
る
。

い
⑩
①
Ｏ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
毛
野
、
下
毛
野
と
い
う
ウ
ジ
名
が
目
立

つ
。
こ
の
ウ
ジ
名
は
、
も
ち
ろ
ん
東
国
の
上
野

・
下
野
両
国
に
深
く
関
連
す
る

が
、
今
回
の

「上
毛
野
」
「
下
毛
野
」
と
い
う
ウ
ジ
名
は
、　
一
応
出
羽
国
内
の

分
布
を
想
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

釣
に
海
藻
類
を
示
す

「次
藻
」
と
い
う
物
品
が
み
ら
れ
る
。
「次
藻
」
は
、

文
字
通
り

「秋
が
貢
進
し
た
海
藻
類
」
と
す
る
解
釈
と
、
「え
び
す
め
」
と
訓

ん
で

「昆
布
」
と
す
る
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。
現
段
階
で
は
、
い
ず
れ
と
も
判
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断
し
が
た
い
が
、
「次
」
の
用
例
を
考
え
て
い
く
際
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
こ

と
に
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

④
は
、
「猾
」
と
い
う
文
字
を
習
書
し
て
い
る
。
そ
の
書
体
は
他
に
比
し
て

き
わ
め
て
特
異
で
、
隷
書
風
の
筆
画
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
お
よ
び
そ
の
検
討
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川

南
氏
、
秋
田
大
学
の
熊
田
亮
介
氏
、
東
京
大
学
大
学
院
の
三
上
喜
孝
氏
に
よ
る
。

９
　
関
係
文
献

秋
田
県
教
育
委
員
会

・
秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『払
田
柵
跡

―
第

一
〇
七
次
―

一
〇
九
次
調
査
概
要
―
』
盆

九
九
七
年
）
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